
第39回消費者教育推進会議における説明内容（主なもの）
（消費者庁）
○ 消費生活意識調査の結果では、消費者市民社会の認知度とエシカル消費の認知度は低い（25.4％、

29.4％）。
被害防止のために周囲の方に働きかけるような行動は、想定的に実施率が低い。エシカル消費に関係する社
会課題への関心は高いが、行動を実践している人の割合は低い（3割弱）。金銭面でのハードルがエシカル
消費が実践されない理由になっている可能性がある。

○ 消費者市民社会に関わる取組として、消費者教育教材やポータルサイトで情報を発信し、事業者などに適
切に意見を伝えることや、カスタマーハラスメント防止のための周知啓発の取組も展開している。

○ エシカル消費の普及のため、イベントの開催や特設サイトによる情報発信、普及啓発資材の作成・提供等を
実施。
食品ロス削減について啓発資料の作成やSNSでの情報発信、表彰等の取組を推進。

○ OECD閣僚会合では、「デジタル及びグリーン移行の中心にいる消費者」をテーマに、関連する政策等につい
て議論。より持続可能な商品やサービスの選択等に係る消費者の能力を消費者政策がどう支援できるか検
討する等の閣僚宣言を採択。

【消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進】

（農林水産省）
○ 食料・農業・農村基本法を25年ぶりに改正。環境との調和を図ることや、消費者の役割の拡充を明記。基
本法において消費者教育の重要性が増している。

○ 令和3年にみどりの食料システム戦略を策定し、農業者等による温室効果ガスの排出削減貢献等、環境負
荷低減の取組を評価し、星の数でラベル表示する『見える化』の取組を運用。

○消費者庁、環境省と連携し「あふの環2030プロジェクト」を立ち上げ、生産側と消費側それぞれの取組を促進。
○フェアプライスプロジェクト（適正な価格形成に向けた消費者理解醸成）のため、広報コンテンツの充実を図っ
ている。

○地産地消の取組では、コーディネーターの派遣や給食に地場産品を供給する体制づくり等の予算を措置。食
育の推進については、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資するよう、「食」に関する知識と「食」を
選択する力を習得し、健全な食生活を実践することを促進している。 27



第39回消費者教育推進会議における説明内容（主なもの）
【消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進】
（経済産業省）
○ サーキュラーエコノミーの促進に向けた環境整備や政策支援な等を実施。サーキュラーエコノミーに配慮された製品を消
費者が評価・購入するには、サステナブルな消費への理解を深める必要。個別識別指標による可視化や広報・教育等
を推進。

（国土交通省）
○ エコレールマークは、貨物鉄道輸送を一定割合以上利用している商品や企業が分かるマークを表示する制度。消費者
に判断基準を提供する、物流の見える化を図る取組を実施（162件の商品、101件の企業を認定）。モーダルシフト
の取組としては、船舶の分野でも認定・表彰を実施。物流における環境負荷低減の取組を推進。

（環境省）
○ 環境教育等促進法に基づく基本的な方針を変更。持続可能な社会の構築に向け、文科省を含む関係省庁と環境
教育の取組を推進。ESD（持続可能な開発のための教育）の考え方を踏まえ、多様な主体による、地域での学び、
地域循環共生圏、ウェルビーイングにつなげていくことを追求。

○ 学校教育における環境教育では、教職員の負担軽減と教育の質の向上を図る中間支援の充実に取り組む。「デコ
活」という脱炭素に向けた国民運動を展開し、「くらしの10年ロードマップ」を作成。エコ活動に加えて、中規模の身の回り
の投資も含めた行動変容、消費者の選択も重視。ネイチャーポジティブのロゴマーク（30by30）による消費者の購入
意思の検証を実施。環境ラベルのタイプを整理し情報発信。

（文部科学省）
○ 学習指導要領（平成29年及び30年に公示）には、持続可能な消費生活や環境への配慮に関する内容として、小
学校の社会科や家庭科、中学校社会科、技術・家庭科等に関連する記載がある。

○ 消費者教育に関する指導用啓発資料の中で、エシカル消費に関する内容や授業実践例を掲載。
○ エコスクールやユネスコスクールとも連携し、エシカル消費などの取組を推進。
○ 社会教育においては、学校や地域の様々な主体との連携・協働による消費者教育フェスタ（連携・協働推進全国協
議会）の開催、消費者教育の先駆的な実践者である消費者教育アドバイザーの派遣を推進。 28



第39回消費者教育推進会議 取組報告① 【消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進】

（消費者庁）
○ 消費生活意識調査の結果では、消費者市民
社会の認知度とエシカル消費の認知度は低い
（25.4％、29.4％）。
被害防止のために周囲の方に働きかけるような
行動は、想定的に実施率が低い。エシカル消費
に関係する社会課題への関心は高いが、行動を
実践している人の割合は低い（3割弱）。金銭
面でのハードルがエシカル消費が実践されない理
由になっている可能性がある。

○ 消費者市民社会に関わる取組として、消費者
教育教材やポータルサイトで情報を発信し、事
業者などに適切に意見を伝えることや、カスタマー
ハラスメント防止のための周知啓発の取組も展
開している。

○ エシカル消費の普及のため、イベントの開催や特
設サイトによる情報発信、普及啓発資材の作
成・提供等を実施。
食品ロス削減について啓発資料の作成やSNS
での情報発信、表彰等の取組を推進。

○ OECD閣僚会合では、「デジタル及びグリーン移
行の中心にいる消費者」をテーマに、関連する政
策等について議論。より持続可能な商品やサー
ビスの選択等に係る消費者の能力を消費者政
策がどう支援できるか検討する等の閣僚宣言を
採択。 29



第39回消費者教育推進会議 取組報告②

30

（農林水産省）
○ 食料・農業・農村基本法を25年ぶりに改正。
環境との調和を図ることや、消費者の役割の拡
充を明記。基本法において消費者教育の重要
性が増している。

○ 令和3年にみどりの食料システム戦略を策定し、
農業者等による温室効果ガスの排出削減貢献
等、環境負荷低減の取組を評価し、星の数で
ラベル表示する『見える化』の取組を運用。

○消費者庁、環境省と連携し「あふの環2030プ
ロジェクト」を立ち上げ、生産側と消費側それぞ
れの取組を促進。

○フェアプライスプロジェクト（適正な価格形成に
向けた消費者理解醸成）のため、広報コンテン
ツの充実を図っている。

○地産地消の取組では、コーディネーターの派遣
や給食に地場産品を供給する体制づくり等の予
算を措置。食育の推進については、国民の心身
の健康の増進と豊かな人間形成に資するよう、
「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することを促進している。



第39回消費者教育推進会議 取組報告③
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（経済産業省）
○ サーキュラーエコノミーの促進に向けた環境整備や
政策支援な等を実施。サーキュラーエコノミーに配
慮された製品を消費者が評価・購入するには、サ
ステナブルな消費への理解を深める必要。個別識
別指標による可視化や広報・教育等を推進。

（国土交通省）
○ エコレールマークは、貨物鉄道輸送を一定割合
以上利用している商品や企業が分かるマークを表
示する制度。消費者に判断基準を提供する、物
流の見える化を図る取組を実施（162件の商品、
101件の企業を認定）。モーダルシフトの取組とし
ては、船舶の分野でも認定・表彰を実施。物流に
おける環境負荷低減の取組を推進。



第39回消費者教育推進会議 取組報告④
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（環境省）
○ 環境教育等促進法に基づく基本的な方針を変更。持続
可能な社会の構築に向け、文科省を含む関係省庁と環
境教育の取組を推進。ESD（持続可能な開発のための
教育）の考え方を踏まえ、多様な主体による、地域での
学び、地域循環共生圏、ウェルビーイングにつなげていくこと
を追求。

○ 学校教育における環境教育では、教職員の負担軽減と
教育の質の向上を図る中間支援の充実に取り組む。「デ
コ活」という脱炭素に向けた国民運動を展開し、「くらしの
10年ロードマップ」を作成。エコ活動に加えて、中規模の身
の回りの投資も含めた行動変容、消費者の選択も重視。
ネイチャーポジティブのロゴマーク（30by30）による消費
者の購入意思の検証を実施。環境ラベルのタイプを整理
し情報発信。



第39回消費者教育推進会議 取組報告⑤
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（文部科学省）
○ 学習指導要領（平成29年及び30年に公示）には、
持続可能な消費生活や環境への配慮に関する内容と
して、小学校の社会科や家庭科、中学校社会科、技
術・家庭科等に関連する記載がある。

○ 消費者教育に関する指導用啓発資料の中で、エシカ
ル消費に関する内容や授業実践例を掲載。

○ エコスクールやユネスコスクールとも連携し、エシカル消
費などの取組を推進。

○ 社会教育においては、学校や地域の様々な主体との
連携・協働による消費者教育フェスタ（連携・協働推
進全国協議会）の開催、消費者教育の先駆的な実
践者である消費者教育アドバイザーの派遣を推進。



第39回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）

34

（消費者の理解促進・行動変容を目指す取組）

• 消費者市民社会やエシカル消費の認知度を上げるには、文部科学省と連携し、教育現場の先生方に
言葉を知ってもらい、そこから子供たちや地域の方々、保護者に伝えていくことが必要。

• 「消費」の再定義が必要。購入だけではなく、購入前と使用から廃棄に至るまでの長いプロセスを含めた
包括的な定義として捉え直すべき。購入による所有以外の利用形態、サブスクリプションやレンタル、CEコ
マースの領域も含まれる。

• エシカル消費の行動を推進するための戦略を切り口として、倹約する行動や行動経済学に基づくマーケ
ティング戦略など、エシカル消費の仕組み全体を対象として、行政によるルール化や行動変容のための情
報発信、認証ラベルや見える化などを総合的に推進していくことが必要。

• エシカル消費に関心があり行動に移している若者を後押し、上の世代に広げていくためにも消費者教育
は欠かせない。エシカルな選択をすることが、新しいかっこよさに欠かせない要素として定着し、価値を感じ
てもらうためにも、様々なステークホルダーが連携して、必要な知識や情報を消費者に届け、アクセスでき
るようにしていくことが必要。

• エシカルな消費行動をすることが、我慢したり窮屈になるとネガティブに受け止められるので、生活の質を高
めるポジティブなものであることを伝えていくことが重要。

• 地域社会と連携しながら、教員と伴走できるような人材、消費者教育アドバイザーといった人材と共に取
組むことが必要。

• 消費者の接点を何段階も分解し、店舗、EC、メディアなどの消費者接点全体における啓発や需要の喚
起を行っていくことが必要。

【消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進】



第39回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）

（学校や家庭での取組と課題）

• 若年者の関心が高いのは、学校教育の役割が大きい。教科横断的な取組も必要。
• 家庭科の授業時間数が限られ、生徒が興味や関心を持ったことを深めていける教材や情報発信が必要。
エシカル消費について、教員の知識を高める機会が必要。 

• 地方では、地域活性化と絡めた地産品の消費、地産地消と絡めたエシカル消費の推進が大事。徳島県で
は、学校家庭クラブをエシカルクラブとして全高校に設置。専門家による出前授業、店頭でのポスター掲示
やイベントを行い、テレビ放送され効果を上げている。 

• 行動を変えるための障害を乗り越える工夫を引き出す授業や、脱炭素やごみ問題の現状を知らせる教育
が必要。学生のインターンシップとして、エシカル消費につながる意識啓発活動に関わる取組もよい。

• 子育て世代への消費者教育の場として、PTA組織のほか、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動推進
事業を利用して働きかけるのもよい。

（企業・業界での取組と課題）

• 金融経済教育では、資産形成だけではなく、投資や寄附を通じて社会課題の解決に貢献できること、
SDGsや消費者教育に関する観点・内容と連携していくことが大切。子どもを通じて家庭での認知や理解を
上げていくことも必要。

• 消費行動の影響を数値化してトータルな価値を消費者に伝えていくことが大事。省庁が連携してエシカルイ
ベントのような形で社会への問いかけ、広報活動もよい。

• エシカル消費の数値化は、企業と家庭のタイアップが必要。サーキュラーエコノミーとして輪で考え、自分との
つながりを見える化できるとよい。

• 商品の購入での顧客体験価値、CX（カスタマーエクスペリエンス）の戦略的な位置づけや取組の推進が
必要。

【消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進】
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第39回消費者教育推進会議における御意見（主なもの）

（多様な主体との連携による啓発・担い手育成）

• 消費生活センターが開催する消費者フェアや消費者月間などでエシカルに関わる取組もある。学生向けの出前
講座では、消費生活相談窓口に相談することが、消費者被害の防止や世の中を変える力があることを伝えてい
る。学生が各世代に向けた消費者教育を実施する取組も重要。

• 小・中学校でエシカル消費について取り上げてもらうために、全ての学校にオンデマンド研修を実施し、教員の取
組が増えた。教育委員会との連携、働きかける姿勢が必要。市民・消費者向けには、エシカル消費につながるか
商品やサービスが分かりやすい認証マークの周知が必要。認証マークの統合や横断的なまとめの検討が必要。

• 趣旨に賛同する消費者団体や事業者団体などが「エシカル消費推進ネットワーク」を設立して、情報交換等を
実施。大学生のコンシューマーボランティアが、エシカル消費に関する出前講座やイベントなどの取組をしている。

• 「エシカル消費啓発リーダー育成プロジェクト」を立ち上げ、講座講師の育成や教材の作成等を団体で推進。

（地域で啓発活動を推進するための課題）

• 意識が低い人も含めて消費者は多様化。やれない事情があることを理解し合うことが大事。意識が高い人と低
い人の分断化は避けたい。啓発の仕方を考え、感情に訴えられるものがないと行動は変わらない。

• エシカル消費を推進する立場だけでなく、反対する立場の人などいろいろな方の意見も取り上げていくことも大事。
• エシカル消費や消費者市民社会の考え方には、環境や人権などへの配慮（多角的な見方）、クリティカルシン
キングがベース。きちんと調べてから買い物をする力を育むことは、消費者被害を防ぐことともつながる。学校の授
業以外でもエシカルや消費者市民という視点を入れていくことが必要。

• 消費者市民社会を確立していくためには、押しつけではなく、できる立場の人が率先してリードしていく必要。
• 様々な課題解決のためには、消費者の行動変容が必要。消費者を起点として、持続可能な社会の形成に向
けた課題や、今後の取り組みの方向性について、企業、産業界、有識者から意見を伺うなどして議論を深めて
いく必要。

【消費者市民社会の形成とエシカル消費の推進】
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